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土地改良事業の経済分析 

農地および農業用水利施設の整備等に関する国と地方の役割 
                     

                    農村振興局次長 山下一仁 1 
 

要 旨 

 

農地および農業用水利施設は農業生産を行うための生産要素としての役割が

ある。これは私的財である。これに加えて、水資源涵養、洪水防止、防火用水

や生活用水としての利用、親水機能、景観、生物多様性の保全などの多面的機

能も発揮している。これらの多くは地域公共財であり、基幹的な水利施設より

は末端の小規模な水路や圃場においてこの機能を多く持つ。私的財や地域公共

財に対する需要は農産物生産県において多く存在し、消費県では少ない。また、

多面的機能のなかには非使用価値として国民が共通して関心を有する国レベル

の公共財としての役割もある。さらに食料安全保障という便益を供給する国レ

ベルの公共財としての役割もある。これら国レベルの公共財に対する便益は人

口の多い消費県に多く存在する。すなわち、農地および農業用水利施設は私的

財であるとともに、地域公共財、国レベルの公共財でもあるという混合的な性

格を持った財である。また、私的財、地域公共財としての便益は生産県に多く

偏在し、国レベルの公共財としての便益は消費県に多く偏在する。 

他方、農地、農業用水利施設を通じた農業用水の供給については、生産県で

は農地や農業用水等の資源が豊富に存在するので、その建設・整備・維持管理

のコストが低く、消費県では高くなる。 

農地および農業用水の供給は第一次的には市場において供給される。多面的

機能などの公共財はその結合生産として自動的に供給される。しかし、その水

準が公共財としての便益を十分満足しない場合は、次に生産県、消費県それぞ

れの地方政府がその財政負担により自らの便益に照らして足らざる部分を供給

することとなる。生産県においては国レベルの公共財としての便益は少ないも

のの末端水路等に対する地方公共財としての便益は高いことから、基幹的な水

利施設の供給に比べて末端水路等の供給は相対的に多くなされやすい。 
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それでも国レベルの公共財としての全体便益を満足しないと判断するときは、

国が財政負担により足らざる部分を供給することとなる。生産県に供給、消費

県に需要が偏在しているという状況の下では、消費県では需要が多いため、全

国的に効率的な資源配分がなされた場合の望ましいコストを上回るコストでの

過大な供給がなされる一方、生産県では需要が少ないため、それを下回るコス

トでの過小な供給がなされてしまうという問題が生じる。さらに、各県が戦略

的な依存関係を意識して行動する場合には、国全体としてはより不十分な供給

しかなされなくなる。また、公共財はフリーライダーによる過少供給という問

題が存在する上、短期的には安価な食料の輸入により消費が充足されることか

ら、将来食料危機が発生した際には消費県は農地・水資源の維持により最も多

くの利益を享受するにもかかわらず、平時においてはこれに備えた支出を行う

インセンティブは少なくなる。ここに国が費用負担して農地や農業用水利施設

の整備等を行う経済学的根拠がある。 

国と地方の費用負担の具体的なあり方としては、受ける便益は低いものの効

率性の観点からは供給コストが低いため多くの供給を要求される生産県の負担

が多くなるので、公平性および効率性双方の観点から、高い便益を受ける消費

県に課税し生産県にそれを移譲して生産県の追加的供給負担を軽減することが

必要である。その際、国の負担は生産県に委ねたのでは相対的に少ない供給し

かなされない基幹的な水利施設に多くなされる必要がある。また、整備のコス

トが高い中山間地域での供給や農産物価格が低下し市場による供給が十分では

なくなる場合には、政府の役割が増大する。他方、農業の体質が強化されれば、

結合生産により公共財の供給も十分なされることになるので、政府の役割は少

なくてよい。なお、各県が戦略的な依存関係を意識して行動し、より不十分な

供給しか行われない場合において、生産県が戦略的行動を行うときには望まし

い供給を実現するために必要な国の負担が増加する。 

国が整備等のコストを負担することと国が自ら事業を実施することとは必ず

しも同じではない。しかし、全国的に展開される大規模な基幹的施設について

は、国自体が整備等を行うことにより、技術の蓄積等規模や範囲の経済を発揮

でき、より低コストの公共財の提供が可能となることや、資源の制約がある中

で全国における複数の事業の中から最も効率的なものを選択することが望まし

いことから、国が自ら事業を実施することが適当である。 
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１． 前提条件 
 
（１）食料（農産物）について、平地地域の生産県 a、消費県 b、中山間地域の

生産県 c が存在すると仮定する。生産県 a では農地や農業用水等の資源
が豊富に存在するので、その建設・整備・維持管理のコストが低い。ま

た、食料（農産物）消費人口は少ない。消費県 bはその逆である。 
    中山間地域(c 県)では急傾斜地等自然条件の不利な地域が多く存在する

ことから、整備等のコストは他の生産県に比べ高い。 
このように生産県と消費県を分けて分析することはモデルとしての単

純化という意味以上に、食料については危機が生じたときには自県への

供給を優先するという事態が発生するからである。戦後の食料難の時代

農家は自らの消費を優先し、残りの食料を政府に供出した。その供出量

を増やすためジープ供出という強権も発動された。また、農産物生産県

知事に対し農林省・食糧庁長官による農産物生産県から東京等消費県へ

の農産物移出割当ての説得も困難を極めた。これは貿易についても同じ

である。2 
     

                                                  
2 世界の穀物市場では各国の国内需要を満たした残りが供給される。自動車は生産の約 50％が
貿易されるのに対し、穀物輸出 282百万トンは生産 1871百万トンのわずか 15％に過ぎない（資
料：FAO“FAOSTAT．Agricultural Data”2002年）。国民の生命維持に不可欠な食料について
は国内供給が優先される。 
しかも、供給は天候等により大きく変動する。世界の生産量 100のうち 10が貿易される場合、

わずか 10％の不作でも、各国は自国への供給を優先するから貿易量は 100％の減少となる。逆
に 10％の豊作だと貿易量は 100％増える。1970年代後半に穀物価格が 3～4倍に高騰したのは
ソ連の不作等による国際市場での大量買付けによるものであるが、世界の穀物生産は 1316百万
トンから 1276百万トンへとわずか 3％減少しただけである。わずかの需給の変動により国際価
格は大きく変動してしまう。穀物市場の不安定性である。 
ウルグァイ・ラウンド交渉の最終段階で、我が国はアメリカの大豆禁輸のような輸出数量制限

に対し規制を行うよう提案したが、インドの大使から不作の時に国内消費者への供給を優先する

のは当然ではないかと反対された。1995 年から 97 年にかけて穀物の国際価格が上昇した際、
EU は域内農産物を国際市場で処分するための輸出補助金の支給を停止し、逆に域内の消費者、
加工業者に国際価格よりも安価に穀物を供給するため輸出税を課した。ウルグァイ・ラウンド交

渉では輸出補助金により途上国に安価な食料を供給しているというのが EUの主張であったが、
国際価格が上昇し、途上国にとって食料入手が困難となる局面では域内市場への供給を優先した。 

1980 年代以降の農産物貿易を最も歪めてきたのは、EU の共通農業政策、とりわけ輸出補助
金である。アメリカも、輸出補助金、輸出信用等で対抗した。 
不完全競争に基づく戦略的通商政策の理論は輸出補助金を与えることによりレントを獲得す

るというものであるが、これを実践してきたのが、国内では完全競争が妥当する農産物について

の国際貿易だった。一般均衡分析では自国の経済厚生水準に著しい悪影響を与える輸出補助金を

EUが 30年以上も出し続けられたことが、国際農産物貿易の不完全競争性、政治性を物語る。 
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（２）農地や農業用水の整備等に対する便益には、次のものがある。 
 
① まず、現実に口に入れて消費する財としての食料（農産物）を生産する
生産要素（私的財）としての供給に対する需要がある。3 
これは農業生産を行うことに対する派生需要である。ある経営体が利

潤を極大化するための条件は、生産要素の価格が生産物の価格にその生

産要素の限界生産物を乗じたものに等しくなることである。農業経営者

の利潤 iii fwffPQ ∑−),,,( 1 LL （ Pは生産物価格、Qは生産量、 iw は生産

要素の価格、 if は生産要素の使用量であり、この式は売上額－コストを

示している）を最大にするための１階の条件を求めると 

iw ＝
i

i

f
ffQP

∂
∂ ),,,( 1 LL  

となる。限界生産力逓減の仮定により 2

2

if
Q

∂
∂
＜0であるから、これは右下が

りの曲線となる。 
 このとき、農産物は全国的に流通するため、一物一価が成立するが、

農地は移動できないのでローカルな市場しか成立せず、またその市場は

県単位のものであると仮定する。 
県ごとの需要は通常の財に対する需要と同様に各生産者の需要曲線を

右方に足しあげたものとなる。このため、生産県と消費県で生産関数に

違いがないと仮定すると、生産者の多い生産県の需要は大きく、生産者

の少ない消費県の需要は少ないものとなる。他方、中山間地域では傾斜

農地の存在など生産条件に不利があることを想定すると、生産県 a に比
べ限界生産力が小さくその需要曲線は下方に位置することとなる。 
 
 
 
 

                                                  
3 農地は明らかに排除・競合という性格を有する私的財である。これに対して、ダムや頭首工
などの農業用水供給施設自体は利用者を排除できる（土地改良区の構成員は賦課金を支払わなけ

れば利用できない）ものの競合はしないというクラブ財としての性格を有している。しかし、こ

れによって供給される農業用水自体は排除・競合という性格を有する私的財である。（農地面積

当たりいくらという土地改良区の賦課金は水代金という性格も有している。）このような性格を

有しているが、農業者全体を一つの生産者を考えれば、私的財として整理してもよいのではない

かと考える。 
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（図―１）農地、水利施設に対する需要 

 

 
 

また、農産物価格（ P）が低下すると、生産要素に対する需要も低下
する。同様に、経年的に農業の生産額が低下し GDPに占める農業の割合
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用・水供給の対価である賦課金の徴収率が低下したり、農地の出し手は

増加しているものの受け手である主業農家などの担い手の地代負担能力

が低下しているため、農地が引き受けられず耕作放棄地が増加している

のは、１９９４年から２００６年まで米価が２万２千円から１万５千円

まで３０％以上も低下したことが大きな要因と考えられる。 
他方、規模拡大、大区画化等により農業の生産性が向上すれば、中山

間地域の場合と逆に需要曲線は上方にシフトする。4同様に、基幹的水利

施設が整備されれば農業生産力は向上し、農地に対する需要曲線は上方

にシフトする可能性があるが、以下の分析においては議論の複雑さを避

けるとの観点からこの点は排除する。 
                                                  
4 農家の規模が拡大すれば、農地の需要曲線が上方へとシフトすることを次のように示すこと

ができる。  

現在、ある固定した土地投入 Lで生産を行っている主業農家の利潤を  
     −= ),,,,()Pr( 1 nn fLffPQL L nnii fwfw −∑  

とする。主業農家が零細農家の所有地⊿ Lすべてを借り入れて、 +L ⊿ Lの土地を利用して生
産を行う場合の利潤の増加は、包絡線の定理により、 

     
L

fLffQ
P nn

∂

∂ )1 ,,,,( L
⊿ L  

となる。地代（R）を支払った後の純利潤増加額は
L
QP
∂
∂
⊿ RL − である。零細農家が⊿ Lの

土地によって生産を行う場合の利潤は、 

     rP ′ (⊿ L ) ,,,( 1 nffPQ L= ⊿ L iin fwf ∑−),  

である。農業をやめることによる利益を、[地代収入（R）+余暇の機会費用（H ）－転用実現
時の生産の減少（K）]とすると、純利潤増加額は )( ii fwPQKHR ∑−−−+ となる。 

双方の純利潤増加額の合計が正のとき、すなわち 

     
L

fLffQ
P nn

∂

∂ )1 ,,,,( L
⊿ L＞ ,,,( 1 nffPQ L ⊿ KHfwfL n +−∑− 11),  

であれば、貸借権が成立する。すなわち、
L
Q
∂
∂
が大きければ、支払い可能地代も大きくなり、流

動化が進む。 

農場（農地 )(L ）の規模によって、農業機械など他の生産要素への投入 ),,( 1 nfff L= の集

合 F が異なると仮定する。M 過程により規模の利益が発生するとし、 )(LF は Lに関して増加

的であるとする。すべての iに対して、
Lf

Q

i∂∂
∂ 2

＞0,
if

Q
∂
∂
＞0，すべての ji ≠ に対して

ji ff
Q
∂∂

∂ 2

＞0

が成立しているとすると、 L′＜ L ′′ のとき、 )()( ** LfLf ′′<′ が成立している。この水準に生

産要素投入量を固定すると、すべての Lに対して 

     
L

LLfQ
L

LLfQ
∂

′′∂
≤

∂
′∂ )),(()),(( **

 

が、成立する。これは、規模の大きな農家の短期的な土地需要曲線が、規模の小さな農家に比べ

て上方に位置することを示している。 
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② 水資源涵養、洪水防止、防火用水や生活用水としての利用、親水機能、
景観、生物多様性の保全などの多面的機能がある。 
これらの多くは地域公共財であり、基幹的な水利施設よりは末端の小

規模な水路や圃場においてこの機能を多く持つ。例えば、岡山市中央部

を流れる農業用水の西川用水は、岡山市民に憩いの場を提供している。 
このような便益に対する需要は以下の理由から生産県では高く、消費

県では低い。 
ア． 洪水防止、土砂崩れの防止等については、都市部＝消費県ではそもそ

も発生しないため、需要がない。都市型水害5は都市部で農地がなく

なったためであるが、すでに住居地等に転用・定着化されているため、

農地復活には大きなコストがかかるので、農地等に対するニーズがな

い。（農地が維持されている市川市では農地の維持に補助金を交付し

ているが、これは例外的な状況である。） 
イ． 都市住民は農村生活よりも都市生活の便益をより選好して都市部に

住んでいるため、都市部＝消費県において農地や農業用水が存在する

ことに価値を見出さない。 
ウ． 農地や農業用水の便益を評価する都市住民も、それが都市部にあるよ

りは農村部に存在することに意義を見出すのであり、都市で日常は生

活し、余暇に農村を訪問するという生活パターンを採る。 
 
ただし、現在、名所旧跡や自然等を訪問しない人もそれが存在するこ

と自体に価値を見出すという「非使用価値」“nonuse value”6の考え方は

                                                  
5 都市では地表面のほとんどがコンクリートで覆われているため、雨水は地中に浸透せず下水

道から川に流れようとする。しかし、豪雨時には川も増水しているため、川に流れない水は下水

道を逆流し、低地にあるマンホール、家庭の風呂場から溢れ、浸水被害が生じる。これが都市型

水害である。 

「都市化による水循環の乱調は都市の新型水害を頻発させた。１９５８年の狩野川台風がその初

期の代表的なもので、近年では２０００年の東海豪雨の例がある。都市化は市民の土への接触を

積極的に妨げる。日本はじめモンスーン・アジアの国々の宅地化は水田がまず対象になることが

多い。水田は自然の洪水調節地であり、地下水涵養源でもある。農民は洪水氾濫の防止、あるい

は地下水の涵養のために稲を育てている訳ではない。しかし、水田経営は巧まずして水循環保全

の役割をになっている。水田の宅地化は洪水調節機能を低下させている。宅地は豪雨を地下に浸

透させることなく、一目散に河川や水路めがけて突進させるからである。都市化は表面土を被覆

し、道路を舗装した。それは豪雨の地下への浸透を減少させることにつながり、地下水位低下の

原因となる。要するに、豪雨時における都市の水循環の状況が一変したことになる。」（高橋［２

００３］『地球の水が危ない』（岩波新書）139 頁） 
6 非使用価値には、将来特定の環境アメニティを経験する余地を残したいというオプション価

値“option value”、将来目にすることもないかもしれないが、それを保存したいという存在価

値“existence value”、将来世代に残したいという遺産価値“bequest value”、すべての生物

に健全な環境を維持したいという環境管理価値“stewardship value”がある (フィールド『環

境経済学入門』[2001]172～173 頁参照) 。 
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広く認められているので、これを考慮すると景観等は国レベルの国民が

共通して関心を有する公共財となる。例えば、岡山市の農業用水である

祇園用水に生息する天然記念物アユモドキの生存には全国の人が関心を

持つ。これは③の食料安全保障と同様、国民一人一人の評価・嗜好は同

じと仮定すると人口が多いほど需要が高い。 
 （図―２－１）および（図―２－２）は、これらの便益についての総

便益曲線と限界便益曲線をそれぞれ示したものである。限界便益曲線は

総便益曲線の傾きをトレースしたものである。地方公共財については、

上記のとおり生産県で需要（限界便益、Marginal Benefits、図―４以降
の図中で MB と略す）が高く、消費県＝都市部で低い。限界便益は消費
県では少ない量で消滅する（ゼロになる）のに対し、生産県ではより多

い量でゼロになる。国民共通の公共財としての限界便益曲線はこれに対

する国民一人一人の評価・嗜好は同じと仮定すると、生産県、消費県の

いずれの限界便益曲線も共通の量である A 点を通ることになる。アユモ
ドキも繁殖しすぎると天然記念物としての貴重さ、珍しさがなくなって

しまうのであり、A点で限界便益は消滅する。人口が多いほど限界便益は
多くなる（公共財の需要曲線は上方に足し上げる）ので、消費県の限界

便益曲線は生産県の限界便益曲線よりも上方に位置する。 
 
（図―２－１）多面的機能（非使用価値）の総便益 

 
 

量 

円 

消費県 

生産県 
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（図―２－２）多面的機能の限界便益 

③  国際紛争などの事態による食料途絶、世界的な不作による食料価格の 
上昇などの食料危機が生じた場合に農地や農業用水等の資源が十分に存

在することにより国内で食料を供給してもらえることに対する安心・安

全感が存在する7。これは食料安全保障8にほかならず、軍事的な安全保障

と同様、非排除、非競合の性格を有する公共財である。（国民は他の県に

おける農地の整備等の供給からも便益を受ける）。単純化のため食料安全

保障に対する国民一人一人の評価・嗜好は同じと仮定する。したがって、

ある県全体の便益は一人当たりの便益にその県の人口を乗じたものとな

る。このため、消費県では生産県に比べ便益は大きくなる。ここでも、

等量消費という公共財としての性格から、いずれの曲線も A 点を通る。
あまり多くの農地等の資源が存在すると食料安全保障に対する限界便益

                                                  
7 食料不足とはｘ県が不作でｙ県が豊作であるという場合ではなく、食料自給率４０％の我が

国で海外からの食料供給が途絶えた場合等を想定する。 
8 食料危機が生じた際の対応としては、ごく短期的にはまず穀物等の備蓄の取り崩しや家畜

“livestock”のと殺による消費、さらに中期的には保有する農地・水資源を最大限活用して可

能な限りのカロリーを生産することになる。 

円 

地域公共財（生産県での限界便益） 

国レベルの公共財（生産県

での限界便益） 

地域公共財（消費県での限界便益） 

量 ● 

A 

● ●

国レベルの公共財(消費県
での限界便益） 

B C O 
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は消滅してしまうので、A 点（例えば人口 1 億人の際の農地面積１，０
００万ヘクタール）で限界便益はゼロとなる。 
なお、本稿で農地や農業用水利施設の供給や農地や農業用水の整備等

の供給とは、ダムの建設等の投資的活動に限定されない。農地や農業用

水利施設の更新・維持管理を含め、これらの農業資源が農地や農業用水

という生産要素の供給を通じてあるいは付随して国民に多面的機能や食

料安全保障というサービスを供給するものとして捉える。 
これも生産県に供給を委ねていたのでは、過小な供給となってしまう。

国費負担によって農地を整備しても、地域経済の発展からはそれを商業

用地、工業用地等に転用することが望ましい。また、地域の食料消費等

をまかなうだけの農業用水利施設等の更新・維持管理にとどまる恐れが

ある。食料安全保障の観点からは、長野県にある農地や農業用水は長野

県民だけのものではなく、東京都民のものでもある。ここに農地の他用

途への転用規制とゾーニングを行う経済学的根拠がある。 
 
 （図―３）食料安全保障としての便益 

 
（３）農地や農業用水の整備等の供給は、通常の財の供給と同じであり、ある

価格・コストに対応する国全体の総供給量は個別事業者（ここでは事業

実施県が県全体で供給を決定する事業者であると仮定する）の供給量を

（水平に）足し上げたものとなる。9 
 
                                                  
9県ごとに支店のある事業者である国がすべてを供給すると考えてもよい。 

円 

生産県での限界便益 

消費県での限界便益 

A 
● 量 
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（４）各県の政策担当者は、当該県の公共財としての便益と費用のみを考慮し

て、また、国の政策担当者も国レベルの公共財としての便益と費用のみ

を考慮して、それぞれ農地等施設の供給量を決定するものと仮定する。 
 
 
２． 私的財の供給 
 

（図―４）私的財としての供給 

 
農業の生産要素としての農地や農業用水の整備等の供給は、通常の私的財

と同様農産物生産の派生需要とこれらの限界供給曲線が一致するところで

行われる。私的財としてある量が供給されれば、その量に相当する１（２）

②や③の公共財の外部経済的効果は自動的に供給されることになる。結合生

産である。(図―４) で Daは生産県、Dbは消費県の農地や水に対する農業

円 

 
量 

N 

O 
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生産からの派生需要曲線、MCaは生産県、MCbは消費県、MCabは国全体
の農地や農業用水の整備等の供給についての限界費用曲線、MBabは国全体
の公共財に関する限界便益曲線を表している。通常の私的財の供給と同様、

MCab は MCa、MCb をそれぞれ右方向に合計したものである。私的財と
しての供給量Qab（Qab＝Qa＋Qb）が公共財としての便益に必要な量Qab′
を満たしていれば、地方政府も中央政府も市場に介入する必要はない。 

 
 
３． 公共財としての供給（各県が戦略的な依存関係を考慮しないで意思決定

を行う場合） 
 

検討の前提として、各県の政策担当者は、私的財の需要や他の県の対応は

考慮せず、当該県の公共財としての便益と費用のみを考慮して農地等施設の

供給量を決定するものと仮定する。10また同様に、国の政策担当者も国レベ

ルの公共財としての便益と費用のみを考慮して農地等施設の供給量を決定

するものと仮定する。このような仮定は、需要サイドからみて、私的財とし

ての側面と公共財としての側面は別個のものであり、それぞれの意思決定主

体が両方を別々の財と捉えて行動することと関連する。 
 
（１）基幹的施設 
 末端の施設との違いを明らかにするため、基幹的施設については、地域

公共財としての便益は存在しないと仮定する。 
 
ア．各県における供給 
図―５で Da、Db は農地・水という農業生産要素に対する a 県、b 県の

農業生産からの派生需要である。また、MBa、MBbはそれぞれ a県、b県
の、MBab は国全体の、非使用価値としての多面的機能および食料安全保
障に関する公共財としての便益を合計したものである。 
公共財としての便益に対処しない場合、市場経済に任せると Qa、Qb の
供給がなされることになる。a県にとって、Qaという供給量は a県の公共
財についての限界便益と限界費用が一致する Eaにおける供給量 Qa′を上
回っているので、（他の県との戦略的な依存関係を無視して意思決定を行う

場合の）自県の公共財としての便益は満足されている。したがって、a県の
                                                  

10 もし、県が公共財としての限界便益をすべて生産者に支払う場合、図―５において Daと
MBaを上方に足し上げたものが生産者の限界便益曲線となり生産者は図―５の Qaを上回る生
産を行うこととなる。しかし、それは現実の政策手法と大きく異なるので、本稿では本文に記述

した仮定のもとで分析を行うこととする。 



 - 11 - 

政策担当者は公共財としての便益を特段考慮する必要はない。他方、b県の
Qb という供給量は Eb における供給量 Qb′を下回っているので、自県の
公共財としての便益は満足されていない。したがって、b県の政策担当者は
公共財としての便益を考慮し、Qb′の供給を行う必要がある。11公共財と

しての総供給は Qa と Qb′を合計した Qab となるので、スピルオーバー
効果によって各県の公共財の消費者は Qabに対応する便益を享受する。 
私的財および公共財のトータルとして、a 県の余剰は、△ONH（私的財

としての余剰）＋□OALQab（公共財としての余剰）、b県の余剰は△ONP
（私的財としての余剰）＋［□OBM Qab（公共財としての便益）－□PSQb′
Eb（公共財供給のための純負担）］（公共財としての余剰）である。 
 
（図―５）公共財としての基幹的施設の供給 

                                                  
11 ここで農地等は Qb′まで整備されているが農業用としての利用は農業生産活動による派生
需要が低いため OSまでの利用にとどまっている。つまり S Qb′の農地等は将来の食糧危機に
備えて維持管理される状態にある。また、農業生産者は QbSの農地等の増加による反射的利益
を享受している。 
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 イ．国全体としての望ましい供給 
公共財の供給の場合も私的財の場合と同様、国全体の効率的な限界費用

曲線はすべての供給水準において a 県と b 県との供給努力の分担が効率的
（MCa＝MCb）となるようなものである。これはMCaとMCbを水平に合
計したMCabとなる。したがって、国全体として最適な供給量は Qsでこの
とき公共財としての余剰は△OCEsで最大となる。12しかし、各県が独自に

供給する量の合計 Qabは Qsに満たない。このような事態が生じるのは、限
界費用曲線は水平方向に足し合わされるが、土地等の資源は移動不可能なの

で各県ごとに市場が閉じてしまうために、国全体で最適な資源配分を達成す

るメカニズムが欠如するからである。 
このため、国は最適な状態まで供給量を追加するよう努めなければなら

ない。この場合、私的な市場が存在しないので、国は ORの費用で供給する
よう、各県に指示することとなる。政府が統一的な環境税の水準を設定し、

経済全体として効率的な汚染削減を実施しようとする場合と同様である。 
 
一つの論点は、各県は自発的にアの状態から供給量を増やそうとはしな

いのだろうかという点である。もし各県の政策担当者が自県が供給する公

共財の便益のみを考慮するのではなく、Hまたは Ebの状態を前提として自
県の農業生産者の私的財に対する便益および他県の供給によるスピルオー

バー効果による便益を考慮して行動するのであれば、追加供給による限界

費用が限界便益に等しいところまで供給を増やす可能性がある。具体的に

は、a県は H(Qa)から供給量を増加するにつれてその分 Qabからの公共財
としての追加便益も増えるので、H から供給量を増加することによる限界

費用（H からの HFa（MCa）と HG（Da）の差）が限界便益（L からの
LHa（MBa）と横軸との差）に等しくなるところまで供給量を増やすはず
である。他方、図－５では Eb Qb′はMQabを上回っているので、b県に
はそのようなインセンティブはなく、Ebから供給量を増加することはない。
しかし、このような供給増加はMCa＝MCbという条件を満たしておらず、
また全体の供給量は Qsに対して過小または超過する可能性があり、MB＝
MCという条件も満たしておらず、明らかに非効率な資源配分である。 
このとき b 県は a 県の供給増加による反射的利益を一方的に受けること
となる。a 県の供給増加により M からスタートして MBb と横軸との差の
追加利益を受けるが、これは MQab から逓減するので、それをあきらめる
代わりに Eb からスタートして供給量を減少させれば、MQab より大きい
EbQb′から逓減する MCbと横軸との差の追加利益を受けることになる。

                                                  
12 このほか、私的財としての余剰□ONGQa*、△ONSが存在する。 



 - 13 - 

これはMCa＝MCbという方向に作用する。しかし、b県がこのような行動
をとれば、全体の供給量も減少するので、a 県は Qab からの公共財として
の追加便益を受けられなくなり、供給増加のインセンティブはなくなる。 
そもそも短期的には安価な食料の輸入により消費が充足されることから、

将来食料危機が発生した際には消費県は農地・水資源の維持により最も多

くの利益を享受するにもかかわらず、平時においてはこれに備えた支出を

行うインセンティブは少なくなる。13 
 
国全体としての公共財としての便益を考慮し Qs までの供給を効率的に
行う場合、a県は Qaから Qa*まで供給量を増加しなければならなくなるた
め、□HQaQa*Faの追加的な供給費用がかかる。他方、農業生産要素とし
ての追加便益□HQaQa*G、公共財としての便益増加□L QabQsHaも存在
するので、a 県にとっての追加的な損失は［△HGFa（追加費用）－□L 
QabQsHa（追加便益）］となる。a県は最小限この追加的な損失の部分を国
から補てんされなければ Qa*の供給は行わない。なお、生産者は QaQa*に
相当する農地等の反射的利益を受ける。この結果 QaQa*の耕作放棄は解消
する。 
他方、b 県にとっては供給量が Qb′から Qb*に減少することによる□

FbQb*Qb′Ebの便益、□M QabQsHbの公共財供給の増加による便益が追
加的に発生する。結果として実現される余剰は、生産県では［△ONH＋□
OAHaQs－△HGFa］、消費県では［△ONP＋□OBHbQs－□PSQb*Fb］
であり、公共財からの便益を多く受ける消費県の余剰が圧倒的に大きい。 
公共財供給の増加による便益は a県、b県の住人とも等しく享受するので、
これを考慮しないこととすると、a 県は△HGFa の負担増、b 県は□
FbQb*Qb′Eb の便益増となる。しかし、これでも a 県は農業生産者から
QaQa*の反射的利益のすべてを県に支払わせるという前提の上に立つもの
であり、そのような行動を現実に県が採るとは考えられないため、a県にと
っては□HQaQa*Faの負担増となる。 
いずれにしても、各県が独自の意思決定を行う場合からスタートし国全体

として望ましい公共財の供給を行おうとする場合、消費県が一方的に受益す

                                                  
13 消費県の食料安全保障に対する需要は食料価格が高騰する等危機が感じられる際にのみ顕
在化する。１９７０年代において穀物危機が生じた際、主要紙が軒並み食料自給の重要性を指摘

するなど食料の海外依存に対する批判が国民・消費者の間で高まった。それまで安楽死政策が採

られてきた麦について生産者価格を大幅に上昇するなど生産奨励策が採られるようになった。し

かし、その後アメリカ・EUの農業保護政策により食料の国際価格が低下し、日本の対米貿易黒
字が上昇するにつれて、このような議論は唱えられなくなり、代わりに我が国の農業保護を減少

させ食料は貿易に依存すべきであるという国際分業論が高まった。 
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る一方、生産県が一方的に負担することとなり、生産県がこのような負担の

増加に応じることは考えられない。もちろん、コースの定理のように消費県

が生産県に補償することで最適な供給を実現することは理論的には可能で

あるが、消費県には東京都、大阪府、神奈川県等多数の自治体が存在する（生

産県も同様）ので取引費用が発生することや一部消費県の他の消費県へのフ

リーライドを考慮すると、それは不可能である。 
したがって、国が消費県に対する課税によって消費県から生産県に余剰を

移転し、望ましい供給Qsを実現することが余剰最大化のために必要となる。
14 
この場合、消費県 b への課税収入によって費用を負担する国と地方（生

産県 a）はどのような費用負担を行うべきだろうか。a県に追加的な供給を
行わせることによって追加的な損失を生じさせないようにするためには、a
県の追加的な供給費用□HQaQa*Fa について、最低限［△HGFa－□L 
QabQsHa］の部分の国（消費県 b）の負担は必要である。これが国の負担
の下限値である。しかし、大きな利益を受ける消費県 b は最大［□
FbQb*Qb′Eb＋□M QabQsHb］の負担を行うことが可能である。これが
国の負担の上限値となる。公共財供給の増加による便益を考慮しないことと

すると、国は△HGFa、さらに生産者から反射的利益を徴収できないと仮定
すると、□HQaQa*Faの費用負担が求められる。 

 
ウ．補足（１） 
   b 県の供給減少による一方的な便益増加があるという以上の結論は次の

ようなケースについては修正が必要となる。 
 
① 限界便益が一定のケース 

このときは各県が独自に自県の便益のみを考慮して供給する場合から

国全体の便益を考慮して供給する場合に移行する際、b 県の生産は増加
する。（図―６－１）において、Qb′より Qb*の方が大きく、この場合
には b県の追加的な余剰は［□M QabQsHb－□FbQb*Qb′Eb］に減少
する。 

 
 
 

                                                  
14 本論のモデルは、消費県を先進国、生産県を途上国と置き換えれば、地球温暖化のケースと
同じである。国際排出権取引や CDMは排出コストの高い先進国が排出コストの低い途上国に補
償を与えることにより途上国で地球温暖化ガスの削減を行わせようとするものである。 
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（図―６－１）限界便益一定のケース 

 
② 両県の便益・費用に差がないケース 
生産県の公共財についての便益が大きい場合、（図―６－２）で示すとお

り MBa は MBb に接近し、Qa よりも Qa′の方が大きくなる可能性があ
る。この結果、a 県の政策担当者も b 県の政策担当者と同様の対応を求め
られることとなる。 
また、両県の便益・費用に大きな差がない場合、MCa、MCabとも上方
に位置するので、Es、Fbも上方に位置することとなる。さらに、MBaが
MBbに接近するため、その合計であるMBabとMBbの距離が拡大するこ
ととなる結果、Ebは Fbに対して相対的に下方に位置することとなる。こ
のため、①の場合と同様、各県が独自に自県の便益のみを考慮して供給す

る場合から国全体の便益を考慮して供給する場合に移行する際、（図―６－

２）において Qb′より Qb*の方が大きくなり、b県の生産は増加する。 
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（図―６－２）両県の便益に差がない場合 

 
  ③ したがって、アおよびイの結論が妥当するためには、１．の前提条件

で示したように、限界便益が逓減すること、生産県と消費県との間で農

地・農業用水利施設の整備等のための限界費用や公共財としての便益に

ついて一方の県に大きな偏在が見られることが必要である。しかし、こ

れは非使用価値も食料安全保障についての便益も供給量が大きくなると

飽和点“saturation point”に達する（限界便益ゼロ）と考えられること、
農地・農業用水利施設や消費者の賦存状況が生産県、消費県にそれぞれ

偏在していることという、農業、食料の生産・消費の現状から妥当なも

のと考えられる。 
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エ．補足（２） 
   ダム等の基幹的施設については、その建設に大きな初期投資が必要とな

るのみならず、維持管理や整備についても大きな固定費用が必要となる。こ

れを考慮すると、供給費用曲線は原点をスタートするのではなく、縦軸上の

上方の点からスタートすることとなる。この点が十分に上方にあれば、県や

国は私的財としての供給を考慮することなく公共財の供給を行うこととな

る。 
 
  （図―７）固定費用が大きい場合の基幹的施設の供給 
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（２）農産物価格が低下する場合の基幹的施設の供給 
農産物価格の低下により Da、Dbは下方にシフトする。 

 
（図―８）農産物価格が低下する場合の基幹的施設の供給 

 

ア．各県における供給 
公共財としての便益に対処しない場合、市場経済に任せると Qa、Qb の
供給がなされることになる。Da、Db の下方シフトにより、Qa、Qb いず
れも減少する。これは a県、b県とも Qa′、Qb′を下回っているので、自
県の公共財としての便益は満足されていない。したがって、両県の政策担

当者は公共財としての便益を考慮し、Qa′、Qb′の供給を行う必要がある。
公共財としての総供給は Qa′ と Qb′を合計した Qab′となるので、スピ
ルオーバー効果によって各県の公共財の消費者は Qab′に対応する便益を
享受する。Qaが Qa′より多かった価格低下以前の Qab（図―５）に比べ
ると Qab′は減少している。 
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a 県の余剰は、△ONH（私的財としての余剰）＋［□OALQab′（公共
財としての便益）－△HEaI（公共財供給のための純負担）］（公共財として
の余剰）、b県の余剰は△ONP（私的財としての余剰）＋［□OBM Qab′
（公共財としての便益）－□PSQb′Eb（公共財供給のための純負担）］（公
共財としての余剰）である。価格低下以前に比べ、私的財についての便益

の減少や a 県の供給減少による公共財としての便益の減少により、両県と
も余剰は低下している。 

 
イ．国全体としての望ましい供給 

限界費用MCと限界便益MBに変わりはないので、（１）と同様、国全体
として最適な供給量は Qsである。 
国全体としての公共財としての便益を考慮し Qs までの供給を行う場合、

a県は（１）の Qa よりも少ない量の Qa′から Qa*まで供給量を増加しな
ければならなくなるため（Qa′Qa*＞Qa Qa*）、（１）に比べ大きな□
EaQa′Qa*Faの追加的な供給費用がかかる。（しかし、価格低下によって
生じた耕作放棄は解消され、トータルとしてはより多くの耕作放棄が解消

される。）他方、農業生産要素としての追加便益□IQa′Qa*G、公共財とし
ての便益増加□L Qab′QsHaも存在するので、a県にとっての追加的な損
失は［□EaIGFa（追加費用）－□L Qab′QsHa（追加便益）］となる。Qab′
が Qabより少ないことによる追加便益の増加はあるものの、Qa′から Qa*
への供給量の増加（b 県の供給量が Qb′から Qb*に減少するので、Qa′
Qa*は Qab′Qsより大きい。）、私的財としての便益の低下からすれば、こ
の損失は（１）よりも大きくなるものと考えられる。また、□L Qab′QsHa
（追加便益）は国民が等しく享受するものであることを考慮すると、a県の
負担は□EaIGFa（追加費用）となる。さらに、a県が生産者の反射的利益
を徴収できないとすれば、□EaQa′Qa*Faが a県の負担となる。 
他方、b 県にとっては供給量が Qb′から Qb*に減少することによる□

FbQb*Qb′Ebの便益（これは（１）と同じ）、□M Qab′QsHbの公共財
供給の増加による便益が追加的に発生する。これは Qab′が Qabより少な
いため（１）に比べ大きなものとなる。 
つまり、（１）に比べ生産県の負担が増加し、消費県の受益が拡大する。 
結果として実現される余剰は、生産県では［△ONH＋□OAHaQs－△

HGFa］、消費県では［△ONP＋□OBHbQs－□PSQb*Fb］であり、公共
財からの便益を多く受ける消費県の余剰が圧倒的に大きい。 
すなわち、農産物価格が低下することによって私的財としての供給が減

少する場合において、食料安全保障や多面的機能の見地から必要な施設の



 - 20 - 

供給を確保するためには、国の負担をより大きくする必要性がある。 
他方、農業の規模が拡大するなどにより体質が強化され、農地等の施設

への需要が高まる場合においては、次の中山間地域の場合とは逆に需要曲

線は上方にシフトするため、国の負担は少なくてすむ。 
 

（３）中山間地域における基幹的施設の供給 
（１）との違いは、まず、条件不利地域であることから限界生産物が少なく、

農地、水という生産要素に対する私的需要曲線が(図―９)の Dc のように下
方に位置することである。また、中山間地域では農地等の整備等のコストが

高いことから他の生産県に比べMCcは上方に位置する。それ以外は通常の
生産県 aと同じと仮定する。なお、消費県 bと中山間地域の県 cのみが存在
すると仮定する。 
 
（図―９）中山間地域における基幹的施設の供給 
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 ア．各県における供給 

公共財としての便益に対処しない場合、市場経済に任せると c県では Qc
（＜Qa）の供給がなされることになる。b県については(１)の場合と Qb、
Qb′に変化はない。c県、b県とも Qc′、Qb′を下回っているので、自県
の公共財としての便益は満足されていない。したがって、両県の政策担当

者は公共財としての便益を考慮し、Qc′、Qb′の供給を行う必要がある。
公共財としての総供給は Qc′ と Qb′を合計した Qcbとなるので、スピル
オーバー効果によって各県の公共財の消費者は Qcb に対応する便益を享受
する。MCcが(1)のMCaより上方にあるため Qc′が（２）の Qa′よりも
少ないことから、(1)の Qab、（２）の Qab′に比べると、Qcbは少ない。 
ｃ県の余剰は、△ONH（私的財としての余剰）＋［□OCLQcb（公共財
としての便益））－△HEcI（公共財供給のための純負担）］（公共財としての
余剰）である。（１）に比べ、b 県の余剰は Qcb が Qab を下回るため、公
共財としての便益が減少している。中山間地域の供給費用が高いことから、

（１）に比べ両県とも余剰は低下している。 
 
イ．国全体としての望ましい供給 

限界費用MCcbが上方に位置するため、（１）と比べ国全体として最適な
供給量は Qs′に減少する。 
国全体としての公共財としての便益を考慮しQs′までの供給を行う場合、

c 県は Qc′から Qc*まで供給量を増加しなければならなくなるため、□
EcQc′Qc*Fcの追加的な供給費用がかかる。他方、農業生産要素としての
追加便益△IQc′K、公共財としての便益増加□L QcbQs′Hｃも存在する
ので、ｃ県にとっての追加的な損失は［□EcIKQc*Fc（追加費用）－□L 
QcbQs′Hc（追加便益）］となる。b 県の供給量が Qb′から Qb*に減少す
るので、Qc′Qc*は QcbQs′より大きい。また、ＭＢcが右下がりであるこ
とから、Ec Qc′は L Qcbより大きい。また、FcQc*も明らかに L Qcbよ
り大きい。このため、c 県が Qc′から Qc*まで供給量を増加しようとする
と大きな負担が必要となるので、自発的にそれを行おうとはしない。 
この場合、（１）と比べ、Qcbが Qabより少ないものの Qs′も Qs より
少ないので、□L QcbQs′Hcの追加便益が大きいか少ないかは明らかでは
ない。追加的な損失については、Qc*は Qa*より少ないものの、Qc′も Qa
より少ないため、Qaと Qa* の差と Qc′と Qc*の差の大小は明らかではな
い。しかし、MCcが上方に位置することからFcQc*はFaQa*よりも大きく、
かつ農業生産要素としての追加便益△IQc′K も条件不利地域であるため
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少ないことは、追加的な損失を（１）と比べ大きくする要素である。また、

□L QcbQs′Hc（追加便益）は国民が等しく享受するものであることを考
慮すると、c 県の負担は□EcIKQc*Fc（追加費用）、生産者から反射的利益
を徴収できないとすれば□Ec Qc′Qc*Fcとなる。 
他方、b 県にとっては供給量が Qb′（（１）と同じ）から Qb*に減少す

ることによる□Fb′Qb*Qb′Ebの便益、□M QcbQs′Hbの公共財供給の
増加による便益が追加的に発生する。（１）に比べ、（図―９）中 Fb′が Fb
より右方に位置することから、□FbQb*Qb′Ebの便益は減少しているが、
c県の場合と同様、□M QcbQs′Hbの公共財供給の増加による便益が大き
いか少ないかは明らかではない。15 
結果として実現される余剰は、生産県では［△ONH＋□OCHcQs′－□

HKQc*Fc］、消費県では［△ON′P＋□OBHbQs′－□PSQb*Fb′］であ
り、公共財からの便益を多く受ける消費県の余剰が圧倒的に大きい。 
すなわち、中山間地域においても、食料安全保障や多面的機能の見地か

ら必要な施設の供給を確保するためには、国の負担をより大きくする必要

性がある。特に、MCcが上方に位置することから FcQc*は FaQa*よりも大
きくなることを考慮すると同一の供給を行う場合にあっても国の負担率

（補助率）は他の地域に比べて大きなものとする必要がある。 
 

（４）末端の小規模の施設 
ここで末端の小規模の施設について検討するため、１（２）②の多面的

機能のうち地方公共財としての便益も併せて考慮する。末端の小規模の施

設については、当該地域の水資源の涵養、洪水防止、親水機能、防火・生

活用水としての利用等のローカルな公共財（多面的機能）としての役割が

あるため、これら施設の整備等に対する当該地域の支払い意思は強いもの

がある。これを考慮すると、生産県の便益と消費県の便益の差は縮小する。  

（図－１０）で Ra、Rb は、それぞれ生産県、消費県の地方公共財として
の便益を示している。 
（図－１０）の MBa、MBb は当該地域での消費者・生活者が享受する
国民共通の便益（食料安全保障と非使用価値である多面的機能の合計）と

地方公共財としての便益を合計したものである。ここでも生産県 a、消費県
b の政策担当者はあくまでも自己の公共財としての便益のみを考慮して農
地等の供給量 Qa′、Qb′を決定するものとする。このとき、地域公共財と
しての便益が追加されることから、Qa′、Qb′の水準は私的財としての供

                                                  
15 Qcbが Qabより少ないため、(１)に比べMはMBb上の左に位置することから、M Qcb は

M Qabより大きくなる。これは追加便益の増加要因である。 
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給量 Qa、Qbを上回るものと仮定する。 
（図－１０）地域公共財としての便益を考慮した末端小規模施設の供給 

 
 
（図－１０）の MBab は国民共通の便益（食料安全保障と非使用価値で
ある多面的機能）の合計である。国は地方公共財としての便益は考慮せず、

もっぱら国民共通の便益のみを考慮して、国として望ましい農地等の供給

量 Qsを決定するものと仮定する。 
両県が戦略的な依存関係を考慮しないで自県の供給量を定める場合、各

県は Qa′、Qb′の合計である Qab の国民共通の便益を受ける。生産県 a
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の余剰は、私的財（農業生産）としての便益とコストの差[△ONH－△HIEa]
に、Qa′に対応する公共財（地方公共財としての便益と国民共通の便益の
合計）としての便益□OAEa Qa′および b 県が供給することによる追加
的・反射的（スピル・オーバー）な国民共通の便益□JQa′QabTを加えた
ものである。消費県 b の余剰は、供給コストと私的財（農業生産）として
の便益の差 [△ONP－□PSQb′Eb] に、Qb′に対応する公共財（地方公
共財としての便益と国民共通の便益の合計）としての余剰□OBEbQb′お
よび a 県が供給することによる追加的・反射的な国民共通の便益□UQb′
QabMを加えたものである。 

Qabは国が望ましいとする供給水準である Qsには満たない。Qsの供給
が行われるためには、生産県 aは Qa*、消費県 bは Qb*の供給を行うこと
が最も効率的で望ましい。生産県 a の供給は増加し、消費県 b の供給は減
少する。 
この場合、生産県aには□Ea Qa′Qa*Faの追加的な供給負担が生じる。

しかし、他の条件が同じであれば、地域公共財としての便益の追加により

Qa′は（１）の Qaより大きいことから、Qa′Qa*は（１）の QaQa*を下
回るので、この追加的な供給負担もより小さいものとなる。同時に、Qa′
から Qa*への供給増加による、私的財としての便益増加□I Qa′Qa*G、地
域公共財としての便益増加□EaJVK、国全体の供給が Qabから Qsに増加
することによる国民共通の便益増加□TQab QsHaが存在するので、生産県
aの純負担増は小さくなる。 
消費県 bについては、供給減少による負担の減少□FbQb*Qb′Eb、国全
体の供給が Qab から Qs に増加することによる国民共通の便益増加□M 
Qab QsHbの余剰の増加がある。Qa′、Qb′は（１）の Qa、Qb′よりも
大きいので、（１）に比べ供給減少による負担の減少は大きくなるが、国民

共通の便益増加は小さくなる。このため、（１）に比べた消費県 bの余剰の
大小は明らかではない。 
国は生産県 a の純負担増の額と消費県 b の余剰の増加額の範囲内で生産

県 a へ補償する。あるいは、国民共通の便益増加は、生産県 a、消費県 b
の住人も等しく利益を受けることを考慮しこれを除くと、生産県 a の純負
担は［△EaKFa＋□JIGV］、私的財としての便益増加□I Qa′Qa*G、地域
公共財としての便益増加□EaJVKを a県が徴収することは現実的ではない
と想定すると a県の負担は□Ea Qa′Qa*Faとなる。これについて国から
生産県 aへの補償が必要となる。 
いずれにしても、これら小規模な施設の整備等に対しては、生産県 a に
とっては追加的な損失（純負担増）が少ないので、（１）の基幹的施設に比



 - 25 - 

べ国の負担は少なくてよい。 
また、末端の施設については固定費用は大きなものではないので、（１）

エのような状況にはなく、国や県の政策担当者が公共財の供給を検討する

際において私的財の需要を考慮せざるをえなくなる。 
 
 
４． 公共財としての供給（各県が戦略的な依存関係を考慮して意思決定を行

う場合） 
 

末端施設については生産県と消費県で供給について戦略的な関係が生じ

ることは多くないので、基幹的施設について検討する。 
 

（１）各県が独自に農地や農業用水利施設等の整備を行う場合（他県の行動を

前提として戦略的な行動を行う場合） 
消費県 b が生産県 a の供給 Qa を前提に自己の供給を決定する場合を
検討する。（図―１１）において、生産県 a の３（１）の H に対応する
Qaの供給については、消費県 bも利益を享受する。このため、消費県 b
はMBb上のKから下方の部分の限界便益とQaを原点とする自己の限界
費用MCbを均等化することによって、自己の余剰を最大化しようとする。
この結果、消費県 bは供給量 Qb′を決定する。しかし、この水準は限界
便益曲線が K からスタートするため、３(１）の Qb′（図―５）よりも
低いものとなる。このため、生産県 a と消費県 b をトータルした供給量
Qab′も３（１）の Qabより少なくなる。 

a県の余剰は［△ONH＋□OALQab′］、b県の余剰は［△QaN′P－
□PSQab′Eb′＋□OBEb′Qab′］＝［□OBEb′Qa＋△QaN′S］
となる。３（１）のケースに比べ、Qab′は Qab より少ないため、a 県
の余剰は便益が減少する一方費用負担は変化しないので明らかに低下す

る。 
３（２）のように農産物価格が低下する場合には、生産県 aは３（２）

の Eaに対応する Qa′の供給を行う。これは３（１）の供給 Qaよりも
少ない。このため、消費県 bは MBb上 K より高い位置にある K′から
下方の部分の限界便益と Qa′を原点とする自己の限界費用 MCb′を均
等化することによって、自己の余剰を最大化しようとする。この結果、

消費県 bが戦略的対応を採った場合でもQb′は上記のケースに比べ大き
くなる。このため、a県の余剰の減少の程度は少ないものとなる。すなわ
ち、生産県 aの供給が多いときは消費県 bの供給は少なく、生産県 aの
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供給が少ないときは消費県 bの供給は多くなる。 
いずれにしても、このように戦略的行動をとる場合、全体の供給量は

３（１）（２）のケースよりもさらに少なくなる。 
 
（図―１１）公共財としての基幹的施設の供給（b 県が戦略的に対応するケ

ース） 

次に生産県である a 県が戦略的に対応する場合を検討する。この場合
県の政策担当者が戦略的に対応しようとしても、農業の体質が強い場合

においては、依然として県の政策担当者ではなく農業者の需要によって

Daと MCaの均衡点で供給量は決定されるので、３（１）のケースと事
情は変わらない。つまり農業生産県の場合には戦略的対応のケースが限

定されてしまう。しかし、農産物価格の低下等により Daが D′のように
下方にシフトする場合には、a県は上の b県と同様の対応を行うこととな
り、３（２）のケースより供給量は減少する。このとき Qa′の減少によ
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りトータルの供給量 Qab′は減少するので、b県の余剰は減少する。 
（図―１２）公共財としての基幹的施設の供給（a 県が戦略的に対応するケ

ース） 

 
図―１３はナッシュ均衡16のケースを示している。均衡点はNである。

a県、b県とも供給量（Qan、Qbn）は各県が戦略的対応を行わない場合
の Qa、Qbより少なくなっている。 
社会的無差別曲線が図のようなものであれば、両県が交渉することに

より（そのような交渉が可能であれば）、より多い公共財の供給が図られ、

両県ともより高い社会的効用を達成することが可能となる。明らかにナ

ッシュ均衡のケースはパレート最適ではない。 
 

                                                  
16 各経済主体が他の経済主体の特定の行動を予想し、その予想が正しいと仮定した上で自らの
利益を最大化するような行動をとる場合、予想の組と結果としての行動の組が一致した場合、そ

れをナッシュ均衡と呼ぶ。 

A 

MCb 

Qs 

Es 

H 

O 

Eb 
 

Ea 
MBab  

MBb  

MBa

●

●

● 

● 

●

●

●

● 

●

●

円 

量 

Da′ 

Da 
● ●

Fa Fb 

Ha 
●

B 

C 

L 

M 

M′
●

●

●

● 

●Hb 

Qb
● ●Qa′ 

Qab 

● 

Qab′ 

MCa 



 - 28 - 

 
 
（２）国全体としての望ましい供給 
   
ア．ある県が戦略的行動を採った場合から最適な公共財の供給を目指す場合 
ｂ県が戦略的行動を採った場合、（図―１４）のように、当初の供給量 Qb′

は戦略的な依存関係を考慮しない意思決定を行うQbに比べより少ない量と
なることから、Qab′も戦略的な依存関係を戦略的な依存関係を考慮しない
意思決定を行う場合の Qabよりも低い水準となる。 
しかし、国全体の厚生水準を考えると、供給コストの高いｂ県での供給が

戦略的行動を採らない場合よりも減少していることは、より効率的な資源配

分に近づいていることであり、好ましいものである。この点、イのａ県が戦

略的行動を採り、供給量を減少させる場合と異なる。 
この状態から Qsの水準を達成するため、生産県の供給は Qaから Qa*に
拡大し、△HGFaの追加的費用負担が加わることは３(１)と同様である。し
かし、Qab′が Qab よりも少ないことから、生産県の便益の追加的な増加
は３(１)に比べ□LQab′QsHaに僅かであるが増加する。このため、純負担
の観点からすれば国の負担額の下限値はわずかに低下する。 
これに対して、消費県の当初の供給は Qb から Qb′に減少するため、３

(１)の□FbQb*Qb′Eb に相当する費用負担の減少による余剰については、
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その程度は少なくなる（□FbRQab′Eb′）一方で、３(１)の□MQabQsHb
を上回る□Eb′Qab′QsHbの便益の増加がある。この両者の増減の差は△
Eb′MEb であり、前者の余剰の減少の方が大きい。このため、３(１)に比
べ消費県の余剰も減少するので、国の負担額の上限値も低下する。 
しかし、a県が農業生産者の反射的利益を徴収できないとすれば、純負担

の増減を考慮することは適当ではなく、a県の負担は□HQaQa*Faで（１）
の場合と同様である。 
３（２）の場合との比較も同様である。 

 
（図―１４）b県が戦略的行動をとった場合の最適な基幹的施設の供給 

 

 
 次に、生産県が戦略的行動をとった場合を分析する。 
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（図―１５）a県が戦略的行動をとった場合の最適な基幹的施設の供給 

 
Qa ′から Qa*に供給を増加するときの a 県にとっての追加的な損失は
［□Ea′I′GFa（追加費用）－□ Ea′Qab′QsHa（追加便益）］である。
これは３（２）の［□EaIGFa（追加費用）－□L Qab′QsHa（追加便益）］
に比べると追加費用は□Ea′I′IEa に増加し、追加便益は□Ea′Qab′
QabL に増加している。したがって、△Ea′LEa と□I′Qab′QabI の大
小により３（２）の場合に比べ a 県にとって追加的な損失が増加するかど
うかが決められる。つまり、追加的な便益の増加が生産県にある一方、生

産県の追加的な供給量、負担の増加は多くなる。このどちらが大きいかは

明らかではない。 
他方、b県にとっては、３(２)と Eb（ Qb ）、Fb（Qb*）は同じなので□

FbQb*Qb′Ebに相当する費用負担の減少については変化はない。しかし、
一方で、□MQab′QabM′に相当する便益の純増がある。 
つまり、消費県の受益が拡大するので、国の負担割合を増加してもよい。
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また、a県が農業生産者の反射的利益を徴収できないとすれば、a県の負担
は□Ea′Qab′Qab Eaだけ増加する。 

 
イ．ナッシュ均衡の場合から最適な公共財の供給を目指す場合 
ナッシュ均衡の場合も両県の供給量は Qa、Qb に比べ少なくなることか
ら、Qs を達成するときには３のケースに比べ両県全体の追加的な供給量や
負担は高まる。 
他方、供給量が Qsの水準に増加することによる追加的な便益の増加が存
在する。アおよびイの場合と異なり、Qa、Qbの双方とも３のケースに比べ
減少するので、これの追加的な供給量や負担に対する大きさは増大する。(図
―１４)において Qab′はより左方に位置するため追加的な便益の増加はよ
り多くなるので、消費県 bにおいても３のケースに比べ余剰が減少するとは
いえなくなる。 
しかし、公共財供給の増加による便益は考慮すべきではなく、また、a県
が農業生産者の反射的利益を徴収できないとすれば a 県の負担は明らかに
増加するので、国の負担も増加させる必要がある。 
以上を総合すると、各県が戦略的な行動を行うときは、それぞれの県の当

初の供給量は３の場合に比べて減少するが、ここから国全体として望ましい

供給量を達成する場合に必要となる国の負担は a 県が戦略的な行動を行う
とき３の場合に比べて増加する。 

 
 

５．国が事業実施主体となるのが適当である場合 
 

大規模な基幹的施設については、次の理由から国が整備することが適当で

ある。 
 

（１）規模・範囲の経済 
 全国的に展開される一般的・普遍的な施設については、国自体が整備等を

行うことにより、多種かつ複合的な技術の蓄積等規模や範囲の経済を発揮で

き、より低コストの公共財の提供が可能となる。大規模な施設については個

別の県ではまれにしか整備されないことから、各県がそれぞれ整備するとす

れば、このための技術を持つ人材の養成および次の事業実施までの雇用の確

保などに大きなコストを要するとともに、技術の蓄積もなされない。国が直

接事業を実施することにより、技術やノウハウ等の蓄積について規模の経済

や範囲の経済を実現するとともに、人的資源等をある県で事業を終了した後
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別の県に移動して新たな事業を実施することとすれば、個々の自治体が供給

するよりもより少ない費用で供給することが可能となる。新しい限界費用曲

線はMCab′となるため、総余剰は OCEs*に増加する。 
 
（図―１６）国の事業実施による効率性の向上 

 
 
（２）効率的な事業選択 

（図－1７）は総費用と総便益を描いたものであるが、最小のコストで提
供し、余剰を最大化するためには、①から③までの施設を採択する必要が

ある。にもかかわらず、地方の発案のみに施設の整備等をゆだねる場合、

非効率な施設（例えば、③、④、⑤の施設の組み合わせ）が採択されるお

それがある。 
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(図－１７) 国が実施するのが適当な場合 
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（参考１）農地、農業水利施設の食料安全保障としての公共財の性格 

 
１． 伊藤元重［２００２］『日本の食料問題を考える』NTT出版 
「食料安全保障の観点から一番重要なことは、不測時に備えて平時から稲作農業を基本とした食

料供給に生産転換できるような優良農地を常時確保しておくことである。…まず、食料の安全

保障は、その負担をしなかった人が便益を享受することを排除するための費用（排除費用）が

極めて高くつく。また、食料の安全保障を提供する人々の数を増やしたからといって、そのコ

ストは急激に増加することはない（消費の競合性が少ない）。この二つの性格を持つため、食

料の安全保障は「公共財」の性質を持つ財として捉えることができる。…平時において食料安

全保障体制を築くためにどのような取り組みが必要なのであろうか。最も重要なのは生産基盤

を確保すること、すなわち耕地面積の維持・拡大である。」（３７０、３８０、３８３ページ参

照） 

 

２． 生源寺真一［１９９８］『現代農業政策の経済分析』東京大学出

版会 
「飢えの恐怖が現実のものになりそうだと知ったとき、われわれの多くは残念ながら冷静沈

着であり続けることができそうにない。とくに昨今の騒然たる世上に身をおいてみると、む

しろパニックによる社会の自壊作用を防ぐこと、ここに食料の安全保障の今日的な意義があ

るとの感を強くせざるを得ないのである。日本社会の意志決定機構が安定的に機能し続ける

ためにこそ、食料自給力の確保が必要なのである、その意味で、食料の安全保障は社会の土

台となるインフラストラクチュアである。 

 ほかの財の不足であればいざ知らず、生命の維持に不可欠な食料が充分に確保されない状態の

もとでは、市場はその機能を維持することが困難となる。というよりも、ミニマムの食料の確

保に警戒信号が発せられただけで、市場経済を包み込む社会システムの全体が正常な機能を停

止するとみなさなければならないのである。市場の取引関係は、それが国内取引であろうと、

国際取引であろうと、経済社会が安定を維持していることを前提に成立している。その意味に

おいて、食料の安全保障もまた、市場経済が活力を保って健全に機能するためのインフラスト

ラクチュアであると考えるべきなのである。」 

 
３． 小島清［１９９４］『応用国際経済学』第２版 文眞堂 
「だが国際競争力の劣るいわば衰退産業を所得補償措置によって温存せよというのは、自由貿易

主義の立場、或いは純経済的リーズンからは認め難い。またそれは保護政策だと国際的にも非難

される。それにもかかわらず、米生産（広く農業）に限っては、ギリギリの合理化を達成した後

のごく限られた範囲についてであるが、所得補償補助金を認むべしと、私が主張する正当な根拠

があるであろうか。 

ここで提唱したいのが community cost and benefit―略して C・C・B―という全く新しいコン
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セプトである。従来は、国防とか農業についての保護主義は、非経済的リーズンだとしてわれわ

れの経済学的分析から排除してきた。だがそれでは済まされなくなった。そういう問題をも体系

的に取扱えるような貿易政策の政治経済学的基礎をこの C・C・B概念にもとめたいのである。 

われわれは一定の国土の上に国家を形成し、国民経済という共同生活を営んでいる。土地と密着

した集団的共同生活活動でなければ得られないいくつかのベネフィット（便益）がある。国防は

その代表例である。ここで、たとえば日本経済を１つのコミュニティと見るわけであるが、この

コミュニティの共同生活の調和と繁栄をはかり、ベネフィットを高めていくためには、集団的に

コストを負担しなければならない。それがコミュニティ・コストである。 

このように C・C・Bを一応定義してみると、それは従来から用いられてきた public goods（公

共財）とか social value（社会的価値）といったものと類似のコンセプトであると解されるかも

しれない。たしかにそうであるが、従来の概念は保護に値するか否かの視点からみると広義にす

ぎる。それを「土地と密着した」と「共同生活活動」という２条件から狭められたもの、従って

保護を正当化してよいとしたものが、C・C・Bである。 

私の C・C・B対象活動の代表例を挙げた方が理解を助けるかもしれない。そういうものとして、

（a）国防支出、（b）老齢者福祉支出、（c）インフラ整備補助金、（d）教育への補助金、（e）農

業への所得補償補助金、の５つを挙げておきたい。 

ところがわれわれ（日本というコミュニティ）自身の国民的価値判断から決めた最適生産量の米

の生産費（また供給価格）が外国たとえば米国のそれよりもいくらか割高になるということが生

じえよう。そうすると自由貿易（ゼロ関税）の下で輸入米の競争によって低くきまる市場価格で

はやっていけない限界農家がいくらか発生することになる。そこで、国民的価値判断から決定し

た米最適生産量を維持したいなら、市場価格と生産費の差に相当する額だけの所得補償補助金を

支給することが必要となる。これがコミュニティ・コストである。それは国土という不可増、不

可変の制約条件のため、望ましいコミュニティ・ベネフィットを達成するために負担しなければ

ならない、止むをえないコストである。もちろんコミュニティ・コストがベネフィットを上回る

ようなものであってはならない。」（４３９～４４２頁） 

 

４． 山下一仁［１９８５］『日本農業と国際経済学』農業と経済別冊、  

同［２００４］『国民と消費者重視の農政改革』（RIETI 経済政策
分析シリーズ９）東洋経済新報社  

「日本は土地という生産要素が乏しいという前提から、ヘクシャー・オリーン理論では、日本で

は工業製品に比較優位を持ち、農産物に比較劣位を持つ。これは、貿易前の国内価格では、工業

製品が安く、農産物が高いということである。貿易により、工業製品の価格は国際価格まで上が

り、農産物価格は国際価格まで下がる。高くなった工業製品の生産は拡大し、農業生産は縮小す

る。これに伴い、農業から工業へ土地が転用される。しかし、その後、世界の農産物価格が上昇

するか、工業製品の価格が低落するか、そのいずれか又は双方の要因によって工業製品と農産物

の国際価格比が貿易前の国内価格比に戻ったとしよう。土地についての制約がなければ、この国
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の経済は貿易前の状態に戻り、貿易による利益はなくなるだけである。しかし、土地についての

制約がある場合には、資本は工業から農業に流れるが、土地は移動しないため、我が国の農業生

産は、十分には拡大せず、経済は貿易前の生産状態を回復できない。その結果、以前の自給自足

経済の価格比率の下でも、日本は食料を輸入し続けなくてはならなくなる。貿易前の生産量、消

費量の組合せは、その国内価格比の下では最適な資源配分が行われ、消費の効用水準が最大とな

る組合せである。生産量が貿易前の水準に回復しないことは、貿易の利益を失う以上に、消費の

効用水準が減少することを意味する。つまり、日本経済は交易条件の悪化により、通常考えられ

る以上に窮乏化するのである。 

ヘクシャー・オリーン・モデルの仮定の１つとして、生産要素が各産業間を自由に移動できるこ

とが挙げられていた。しかし、現実には機械、施設などに体化して使用される資本が短期間にス

ムーズに移動することは困難であるし、雇用契約、教育等を考えると労働についてさえ、スムー

ズに産業間を移動するとは考えにくい。さらに、土地については、より大きな制約がある。土地

と水は、長期にわたる投資と利用により、国土の基本的要素をなすものとして整備蓄積されるも

のであり、また、いったん壊廃されたものは旧に復し難い。 

図１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貿易前の生産可能性曲線は図１の PPF1で示されている。PPF0は土地についての制約がない場

合であるが、PPF1は生産・消費を示す P1点から上の部分について PPF0の内側に位置してい

る。 
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図２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPF1が P1点で折れ曲がることを図２のエッジワース・ボックスを使って説明しよう。図２の A

点は図１の P1点に対応する。OxL0*、OyL1*は A 点における土地の両財への分配を示すもので

ある。しかし、土地についての制約から、y産業（農業）は OyL1*以上の土地は使用できないの

で、この経済の契約曲線はOyAL0*となる。これに基づき作図すると PPF1を得ることになるが、

図１の P1点から上の部分は図２では ACL0*（PPF1に対応）、ABOx（PPF0に対応）に対応する

ので、これから生産可能性曲線の形状を検討してみよう。AOx 上の B点と AL0*上の C点を比

べると、B点と C点では y財の生産量は同じであるが、x財の生産について C点は B点よりも

明らかに低い。したがって、PPF1は A点より上の部分で PPF0の内側に位置することとなるの

である。 

さて、この国が貿易を開始したが、その後国際価格が変化し、貿易前の価格に戻ったという場

合を想定しよう。図１では貿易前の価格比を P1、貿易開始時の国際価格を P′としている。 P′

の下では、この国は P2で生産し、C２で消費する。しかし、土地が P2点での生産に必要な量だ

け y 財から x 財に移動した結果、新しい生産可能性曲線は P2で内側に屈折した PPF2となる。

次に、PPF2下で価格が Pになれば、この経済は P３で生産し、C３で消費することによって貿易

前に効用水準（U1）すら維持できなくなったのである。 

それでは、この国が農業から工業への土地転用を禁止した場合を考えよう。この場合契約曲線は

どうなるであろうか。土地の性格により、農業は現在使用している土地（OyL1*）以上の土地は

使用できない。さらに、転用禁止により農地は減少しない。つまり、農地は OyL1*、工業用地

は OxL0*で固定される。したがって、契約曲線は L0L1 で示される直線となる。（これは、

Specific-Factor-Supply-Model と結果的に一致する。）生産可能性曲線は、図３の PPF3（PPF1

と P1の左部分までは同一の曲線）で示されるように P1点で PPF0に接する曲線となる。この曲
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線の下で貿易が行われた場合、効用水準は U4となる。図１と比べると、U2＞U4 であるが、U１
＞U3となっていることに注目されたい。 

 

図３ 
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（参考２）耕作放棄のメカニズム 

 
（図－１）耕作放棄と規制・税・直接支払い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
転用利益が見込まれない地域では、（図－１）のように農業の収益が低いため耕作放棄が

発生する。借地料ゼロのもとで、OA は農地の借り手により、BL は農地の所有者により、
それぞれ耕作されるが、ABに相当する農地は耕作放棄される。これに対して農地の出し手
に何らのペナルティーを課されないとすれば、ABに相当する農地は放置されるだけとなる。 
これに対して農地を耕作放棄してはならないという規制が課されたとしよう。農地の出

し手はコストを負担してでも、農地を維持管理しなければならなくなる。（図－１）でＢＳ’

は、この農家（Ｘ）がＢ点を原点としてＡに向かって農地を維持管理するときの限界費用

曲線（マイナスの限界混合所得）である。ＡＤ’は、この農家から農地の委託管理を受け

る農家（Ｙ）がＡ点を原点としてＢに向かって農地を維持管理するときの限界費用曲線（マ

D’ 

B 

w 

S’ 

D 

F 

S 

O 
L 

E 

A 

C 

A’ B’ 

T1 

T2 
T3 

D’’ 
J 

I 

M 

N 

L H 

K 

G 

P 

Q 

X 

X’ 

T5 

R

T4 



 - 40 - 

イナスの限界剰余）である。耕作放棄を行なってはならないという規制を導入した際、Ｘ

農家だけが農地を維持管理するとすれば、Ｘ農家の経済的なコストは△ＢＡＪである。Ｘ

農家がこの命令に応じなく行政がＹ農家に維持管理を依頼すれば、Ｙ農家が実施すること

による経済的なコストは△ＡＢＱである。いずれのケースでもＸ農家がコストを負担する

とすれば、△ＡＢＱが△ＢＡＪより少なければ、Ｘ農家はＹ農家に維持管理を行なわせ、

自らはその費用負担を行なう方が合理的である。Ｙ農家が技術等を向上させ限界費用をＡ

Ｄ”に引き下げれば、費用負担は△ＡＢＰに減少する。 
規制ではなく税を農地所有者に課す場合、税額が OT４または OT５の額以上であれば耕作
放棄は防止できる。しかし、税額が例えば OT１であれば、耕作放棄は縮小するが解消はさ
れない。Ｘ農家が維持管理する場合では、ＢＢ’の農地は維持管理されるが､ＡＢ’の農地

は耕作放棄される。この場合､政府に□ＡＲＦＢ’の税収が帰属する。 
市場取引を活用すればコストはより少なくて済む。ＡＤ’とＢＳ’はＣで交わる。Ｘ農

家が自らは△ＢＨＣのコストを負担してＢＨの農地を維持管理し、面積あたりＯＴ2の単価、

総額□ＡＩＣＨの額を支払ってＡＨの農地の維持管理をＹ農家に委託すれば、自ら全ての

農地を維持管理する場合より△ＩＪＣだけ負担は少なくなる。Ｙ農家は△ＡＩＣの利益を

得る。経済全体の負担は△ＡＢＣである。 
以上の場合は､通常は有用な生産要素として取引され、農地所有者に地代が帰属する農地

が、費用を支払ってまでも維持管理を必要とするようになるいわゆる「逆有償」のケース

である。 
このようなケースは、廃棄物（例えば古紙）処理ではよく発生する。古紙に対する需要

が高く、古紙の供給も限定されている場合には、古紙は有償で取引される。グッズのケー

スである。しかし、代替品の開発による需要の減少や古紙の供給が増加し、かつ古紙の廃

棄に対する規制が存在する場合には、古紙はお金を払って処理業者に引き取ってもらう必

要が生じる。バッズのケースである。同じ物が経済状況の変化によりグッズからバッズに

変化するのである。（細田［１９９９］第１章参照） 
しかし、（図－１）においてＡＢの農地は維持管理されるだけで農業生産の用には使われ

ない。また、農産物価格低下で影響を受けている農家にさらに追加的な負担を求めること

になる。農業の体質強化によってＤＡの農地需要曲線をＸＸ’にシフトさせれば、ＯＮの

農地が借り手に、ＮＬの農地が出し手により耕作され、耕作放棄が防止されるのみならず、

借り手の規模拡大・コストダウンが進むこととなる。 
古紙と同様、農地も農産物価格の低下という経済事情の変化により、グッズ（農産物の

生産要素）からフリーグッズ（耕作放棄。地代がゼロで供給が重要を上回る状態）へ、さ

らには規制の導入によりバッズ（逆有償による農地の維持管理）へと変化する事情は、（図

－２）からもうかがえる。 
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（図－２）グッズからバッズへ 
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